
群馬県総合評価落札方式実施要領 

（目的） 
第１条 この要領は、群馬県が発注する建設工事において、工事の品質確保を目的として、

経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素を考慮し、価格及び品質等が総合的に最も優れ
ているものをもって申込みをした者を落札者に決定する方式(以下｢総合評価落札方式｣とい
う｡)の実施に関し必要な事項を定める。 

（対象工事） 
第２条  契約担当者(群馬県財務規則(平成３年３月２５日群馬県規則第１８号)第２条第６号

に規定する者をいう｡以下同じ｡)は、総合評価落札方式により入札を執行する工事(以下｢対
象工事｣という。）を次の各号により仕分し、次条以下の規定に基づき入札を執行すること
とする。 

 (1) 標準型 
   技術的な工夫の余地が大きい工事において、県が求める工事内容（工事目的物の性能

・機能、環境・交通対策など社会的要請、総合的なコストの縮減等）を実現するため、
入札者の施工能力や技術提案等に基づく技術力等と価格を総合的に評価することが適当
と判断した工事 

 (2) 簡易型 
   技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工の確実性を確保するため、入札者の

施工能力（工事成績評定、同種工事の施工経験等）、施工計画等に基づく技術力等と価
格を総合的に評価することが適当と判断した工事 

 (3) 超簡易型 
   簡易型より更に技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工の確実性を確保する

ため、入札者の施工能力等（工事成績評定、同種工事の施工経験等）と価格を総合的に
評価することが適当と判断した工事 

（総合評価の方法） 
第３条 総合評価落札方式で定める評価は次の各号によることとする。 
 (1) 総合評価点：価格点と価格以外の評価点を総合した評価点 
 (2) 価格点：入札価格に基づいて算定した評価点 
   ただし、入札価格が低入札価格調査制度実施要領に定める低入札調査基準価格を下回

り、失格基準価格以上（失格基準価格が設定されている場合に限る。）であった場合、
価格点は低入札調査基準価格により算出される値と同値とする。 

 (3) 価格以外の評価点：施工能力等から算定した評価点 
２ 前項各号の評価点は、別に定める落札者決定基準(以下｢総合評価点算定基準｣という｡)に

基づき配点することとする。 
（入札方法） 
第４条 契約担当者は、条件付き一般競争入札において低入札価格調査制度を適用し、総合

評価落札方式を実施することとする。 なお、特例政令第３条第１項に規定する総務大臣が
定める額以上となる建設工事に該当しない限り、失格基準価格の適用は可能とする。 

（学識経験者からの意見聴取） 
第５条 知事は､総合評価点算定基準を定めようとするときは､あらかじめ２人以上の学識経

験を有する者(以下｢学識経験者｣という｡)の意見を聴かなければならない。（様式第 1-1
号） 

２ 前項の規定による意見の聴取において、当該総合評価点算定基準に基づいて落札者を決
定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経
験者の意見を聴くものとし、その意見聴取に応じて、学識経験者の意見を聴く必要がある
との意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、２
人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。（様式第 1-2 号） 

３ 前二項に規定する意見聴取を行うため､｢群馬県公共工事総合評価落札方式審査委員会(以
下｢審査委員会｣という。）｣を設置する。なお、審査委員会の運営等については別に定め
る。 

４ 契約担当者は、第２項の規定において、落札者を決定しようとするときに改めて学識経



験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたものについては、学識経験者からの意
見聴取のため審査委員会に付議することを県土整備部長に依頼することとする。（様式第 2
-1 号） 

５ 県土整備部長は､前項の意見聴取の結果を速やかに契約担当者に通知することとする｡(様
式 第 2-2 号） 

６ 知事は、群馬県内の市町村の長が総合評価落札方式の実施にあたり学識経験者からの意
見聴取のため審査委員会の委員から意見を聴取するときは、市町村への総合評価落札方式
の普及促進のため審査委員会に付議することとする｡(様式第 3-1 号～様式第 3-4 号) 

７ 知事は、前項に基づく審査委員会の審議結果を当該市町村長に通知することとする｡(様
式第 3-5 号） 

（総合評価点算定基準の決定） 
第６条 契約担当者は、総合評価点算定基準の評価項目等のうち、個別の工事の内容に応じ

て定めるものについては、入札参加資格審査委員会の議を経て、決定することとする。 
（評価項目算定資料の提出） 
第７条 契約担当者は、第３条第３号に係る評価を行うため、次に掲げる資料（以下「評価

項目算定資料）という。）の提出を求めることとする。 
 

 
評価項目算定資料 

 
標準型 

簡易型 
(土木・建
築・電気・
管工事) 

簡易型 
(電気・電気
通信・機械
器具設置) 

 
超簡易型 
(土木) 

超簡易型 
(建築営繕
・電気・管

工事) 

評価項目算定資料の提出に
ついて 

様式第４－１号 様式第４－２号 様式第４－３号 様式第４－４号 様式第４－５号 

評価項目算定資料一覧表 様式第５－１号 様式第５－２号 様式第５－３号 － － 

価格以外の評価点算定表   － － － 様式第５－４号 様式第５－５号 

企業工事成績対象工事一覧 様式第５－６号 様式第５－６号 様式第５－６号 様式第５－６号 様式第５－６号 

企業施工実績評価資料 様式第６号 様式第６号 様式第６号 様式第６号 様式第６号 

災害時等地域貢献実績評価
資料 

    － 様式第７号     － 様式第７号 様式第７号 

地域活動実績評価資料     － 様式第８号  －  － － 

県内企業下請活用計画 様式第９号 様式第９号 様式第９号 様式第９号 様式第９号 

建設キャリアアップシステ
ム活用資料 

様式第 14 号 様式第 14 号 様式第 14 号 様式第 14 号 様式第 14 号 

配置予定技術者工事成績対
象工事 

    － 様式第１０号 様式第１０号 様式第１０号 様式第１０号 

配置予定技術者施工実績評
価資料 

様式第１１号 様式第１１号 様式第１１号 様式第１１号 － 

施工計画 様式第 12－１号 様式第 12－２号 様式第 12－3 号 － － 

 
２ 契約担当者は、前項により提出された評価項目算定資料の変更を認めないこととする。 
（施工計画等の評価） 
第８条 評価項目算定資料のうちの施工計画等に係る評価は、次の各表の左欄に掲げる区分

に従い右欄に掲げる職の者により行うこととする。なお、次の各表に定めのない事項につ
いては、契約担当者が定めることとする。 

 
（環境森林部関係） 

設計金額 評    価    者 

１億円以上 当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の所長、事業担当係長 

１億円未満 所長、次長、事業担当係長 

 
 



（農政部関係） 

設計金額 評    価    者 

１億円以上 当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の農村整備課長又は農村
整備センター長、事業担当係長 

１億円未満 担当事務所の農村整備課長又は農村整備センター長、次長（技）、
事業担当係長 

(ただし､評価者数が３名に満たない場合は事業担当外係長等から選任すること｡) 
 
（県土整備部（建築営繕以外）関係） 

設計金額 評    価    者 

１億円以上 当該工事を所掌する課の次長、担当事務所の所長、事業担当係長 
ただし、標準型については、課の担当係長を選任し、さらに課長が
指名する職員も選任できる。 

１億円未満 所長、副所長（次長）、事業担当係長 

（標準型：４～５名、簡易型：３名） 
 
（県土整備部（建築営繕）関係） 

設 計 金 額 評    価    者 

１億円以上 
(1 億円未満建築課発注を含む） 

建築課長、次長、事業担当係長 

１億円未満 
(建築課発注を除く） 

所長、副所長（次長）、建築係長 

 
（落札者の決定） 
第９条 契約担当者は、次の各号の規定により落札者を決定することとする。 
 (1) 入札者のうち評価項目算定資料を提出した者について第３条第１項第３号に規定する

価格以外の評価点の採点をする。 
 (2) 前号により価格以外の評価点が決定した後に入札書を開札する。 
 (3) 入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内の者のうち入札書が無効でない者及び失格

でない者について第３条第１項第２号に規定する価格点の採点をする。 
 (4) 第１号及び第３号の採点に基づき第３条第１項第１号に規定する総合評価点の採点を

する。 
 (5) 前号による採点の結果、予定価格の制限の範囲内で総合評価点の最も高い者を落札者

とする。なお、失格基準価格を下回る等失格となった場合を除く。 
 (6) 第４号による採点の結果、前号の落札者に該当する者が二者以上あるときは、第３条

第１項第３号の評価点がより高い者を落札者とし、同項第２号及び同項第３号の評価点
が同値である場合には、入札書記載金額のより低い者を落札者とする。さらに入札書記
載金額も同額の場合にはくじ引きにより落札者を決定する。 

 (7) 第４号による採点による総合評価点の最も高い者の入札書記載金額が低入札調査基準
価格を下回り、失格基準価格の設定がある場合にそれ以上の額であったときは、落札者
決定を保留し、低入札価格調査を実施し落札者を決定する。 

 (8) 入札者が群馬県建設工事に係る共同企業体取扱要綱(昭和６１年１月１日施行)にいう
共同企業体(以下｢共同企業体｣という｡)の場合は、共同企業体の構成員ごとに評価項目算
定資料を提出させ、価格以外の評価点は構成員ごとの価格以外の評価点に出資比率を乗
じた点数(小数点以下第４位を四捨五入)を合計した点数とする。 

２ 契約担当者は、第５条第２項の規定において落札者を決定しようとするときに改めて学
識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、総合評価点の最も高い者
を落札候補者とし、第５条第５項の通知を受けた後、落札者を決定することとする。 

３ 契約担当者は、入札参加資格の審査を開札後に行う事後審査方式のときは、群馬県条件
付一般競争入札(事後審査方式)実施要領(以下｢事後審査方式実施要領｣という｡)第８条第１
項により総合評価点の最も高い者を落札候補者とし、事後審査方式実施要領第９条第１項



から第３項までの規定により落札者を決定することとする。 
４ 前二項における落札候補者について、第１項第６号の規定を準用することとする。 
（落札者決定の通知等） 
第１０条 契約担当者は、前条により落札者を決定したときは、電子入札共同システムによ

り入札参加者あて通知することとする。なお、電子入札共同システムによりがたい場合は
他の方法をとることを妨げない。 

２ 入札者の商号又は名称並びに各入札者に係る第３条第１項各号の評価点を契約締結後に
公表することとする。（様式第 13 号）ただし、第９条第１項第７号に該当した場合には第
３条第１項第３号の評価点は公表しない。 

（入札参加者への周知） 
第１１条 契約担当者は、総合評価落札方式を実施するときは、入札公告等により次に掲げ

る事項を周知することとする。 
 (1) 当該入札が総合評価落札方式を採用していること 
 (2) 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること 
 (3) 評価項目算定資料を提出すること 
 (4) 総合評価点算定基準及び決定方法に関すること 
 (5) 総合評価に関する審査結果が公表されること 
（価格以外の評価内容の確保） 
第１２条 知事は、入札者が提出した評価項目算定資料等に虚偽記載等の重大かつ明白な悪

質行為があった場合には、契約の解除並びに指名停止等の措置を講ずることとする。 
２ 契約担当者は、落札者が施工計画に記載した内容を、落札者が契約締結後工事着手前に

提出する施工計画書に反映させ履行させなければならない。なお、適切な履行がなされな
い場合は、請負額の減額及び工事成績評定点を減ずる等の措置を講じることとする。 

（秘密の保持） 
第１３条 第１０条第２項により公表する事項を除くほか、入札者が提出した評価項目算定

資料等を公表しないこととする。 
（その他） 
第１４条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別

に定めることとする。 
 
 附則 
１ 本要領は、平成２０年５月１５日から施行する。 
２ 群馬県総合評価落札方式試行要領（平成１８年１月３０日 監第１０２５－１００５

号）は平成２０年５月１４日で廃止する。 
 附則 
本要領は平成２０年８月１日から施行する。 
  附則 
本要領は平成２１年６月１日から施行する。 
 附則 
本要領は平成２１年９月２５日から施行する。 
 附則 
本要領は平成２２年９月１０日から施行する。 
 附則 
本要領は平成２６年４月１日から施行する。 
 附則 
本要領は平成３１年１月１日から施行する。 
 附則 
本要領は平成３１年４月１日から施行する。 
 附則 
本要領は令和３年４月１日から施行する。 
ただし、災害時の基礎的事業継続能力の認定に係る加点の追加の適用開始日は令和３年１０
月１日とする。 



 附則 
本要領は令和３年１０月１日から施行する。 

附則 
本要領は令和５年１０月１日から施行する。 



 

 

様式第５－１号（評価項目算定資料）［R5.10.1～］ 

評価項目算定資料一覧表（標準型） 

工事名：                                                  商号又は名称：                       

（注） 区分の欄は、該当する項目を  で囲むこと。 

評 価 項 目 区     分 提 出 書 類 提出枚数 

企

業

関

係 

 

工事成績評定 実績あり 実績なし ・（様式第５－６号）企業工事成績対象工事一覧 枚 

企業の施工実績 実績あり 実績なし 
・（様式第６号）企業施工実績評価資料 

・内容を証明できるもの(様式第６号（注）参照) 
   枚 

地域内拠点の有無 県内本店あり 県内営業所あり なし 
・建設業許可申請書様式第１号及び別表の写し、所在

地に変更があった場合には変更届出書の写し 

   

   枚 

災害時の基礎的事業継続計

画策定の有無 
認定あり 認定なし 

・国土交通省関東地方整備局所掌の「建設会社におけ

る災害時の事業継続力認定」における認定書の写し 枚 

県内企業下請活用計画 
県内企業自社施工率 80%以上

又は県内企業下請率 80%以上 

県内企業下請率 

80%未満 50%以上 

県内企業下請率 

50%未満 
・（様式第９号）県内企業下請活用計画 枚 

建設キャリアアップシステ

ム活用の有無 
活用の申告あり 活用の申告なし 

・（様式第１４号）建設キャリアアップシステム活用

申告書 枚 

技

術

者

関

係 

配置予定技術者の施工経験 経験あり 経験なし 
・（様式第１１号）配置予定技術者施工実績評価資料 

・内容を証明できるもの(様式１１号（注）参照) 
枚 

施工計画の評価  ・（様式第１２－１号）施工計画    枚 



様式第１１号（評価項目算定資料） 

配 置 予 定 技 術 者 施 工 実 績 評 価 資 料 
 工事名：                         

商号又は名称：               

建設業許可番号：              

区 分 

主任技術者 

監理技術者 

現場代理人 
氏名
ふりがな

  年齢 歳 

 

施 

 

工 

 

実 

 

績 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

請 負 金 額  

工 期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

従 事 役 職  

工 事 概 要  

C 0 R I N S 登録の有無 ・有（CORINS 登録番号）        ・無 

 

申

請

時

に

お

け

る

他

工

事

の

従

事

状

況

等 

発 注 者 名  

工 事 名  

工 事 箇 所  

工 期 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

従 事 役 職  

本 工 事 と 重 複 す る 

 

場 合 の 対 応 措 置 

 

C 0 R I N S 登録の有無 ・有（CORINS 登録番号）        ・無 

（注） 

（共通） 

１ 本工事に監理(主任)技術者又は現場代理人として配置する予定の技術者（以下「技術者」という。）について作

成すること。 

また、技術者を１人に特定できない場合は、複数の者を配置予定技術者とすることができる。この場合、本書

はすべての技術者数分作成すること。なお、各技術者とも入札参加資格要件等を満たさなければならない。 

（工事経験について） 

２ 記載する同種工事の元請けとして施工した実績は、１件でよい。 

３ 工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるように記載すること。 

４ 会社間の異動等があった者については、現会社以外での実績も対象とする。また、工事経験を有する工事は、

企業の施工実績評価資料（様式第６号）の工事と同一でなくてもよい。 

５ 当該工事の内容を証明する資料は、竣工時工事カルテについては、CORINS 登録番号を記載し、その打ち出し帳

票の添付は、要しない。それ以外のもの（契約書、図面等）については写しを添付すること。 

（他工事の従事状況について） 

６ 本書の提出日現在における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について記入すること。複数ある

場合は、本書を従事工事分作成すること。なお、標準型において施工実績が複数ある場合は、本様式を複数作成

し提出すること。 


